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保存版 

 

 

大田区立久原小学校ＰＴＡ 
 

ＰＴＡのしおり 
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久原小学校PTAでは、子どもたちの学習環境作りや、健全な成長につながる様々な活動を行っています。

主な活動は以下とおりです。 

 

① 夏休み中の子どもたちが、様々な学習体験ができる「夏休みドキドキ学校」 

② 子どもたちの安全を見守り、防犯意識を高めるための「交通安全見守り」「ミマモリタイ」 

③ 地域の方々と協力して行う「夏休みラジオ体操」「大田区子どもガーデンパーティー」  

「ふれあい久が原大運動会」 

④ 久原小学校のことを広く知らせるための広報紙「くがはらだより」の発行 

⑤ 子どもたちに安全な遊び場を提供する「土日校庭等開放事業」 

⑥ 区や地域のイベントへの協賛および行事などの「パトロール」 

⑦ 会員間の親睦をはかる「サークル活動」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土日校庭等開放とは？ 
 

「校庭等開放事業」は大田区より委託されている

事業です。スポーツ活動に親しむことを目的とし、

学校で授業が行われない土日などに、児童や地域に

対し校庭を開放する事業です。校庭開放を実施した

その時間数に応じて、大田区社会教育課より謝礼金

が支払われます。その謝礼金は、主に遊具の購入や

修理代など、子どもたちに還元する目的で「運営費」

としてＰＴＡが一括管理しています。 
 

≪ 本校での校庭開放日（令和４年度事例） ≫ 
 

第 2第３日曜日 １３時～15時 30分 

 

１．PTAではどのような活動がありますか？ 
 

夏休みドキドキ学校とは？ 
 

「夏休みドキドキ学校（夏ドキ）」は、夏休みの

期間を利用して開催される講座（ワークショップ）

です。学校の先生方や保護者、地域にお住いの方が

講師となって、わくわくドキドキするような体験

的・活動的な講座を開催します。 
 

≪ 夏ドキ講座（令和４年度事例） ≫ 
 

「ウォーターバトル in久が原！」 

「手作りバスボム｣ 

「スクラッチでゲームを作ろう」 

「おてらできもだめし」 
 

など、多数の講座を実施 
 

久原小学校へようこそ！ 

久原小学校 PTAは、保護者と教師がお互いに

協力しあって、子どもたちの育つ力を支えて 

いくことを目標とした任意団体です。 

保護者の皆様には、PTA活動への御理解と 

御協力をお願いいたします。 
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PTA の活動には、基本的に会員全員が関わります。PTA 活動を進める主な組織としては、「PTA 役員会」

そして「委員会」があり、年間を通してさまざまな活動を行っています。その他にも、学校における授業・ 

学習のサポートをする活動、学習環境を整える活動、PTA会員によるサークル活動などもあります。 

いずれの活動も、久原小学校の子どもたちの学習環境作りや健全な成長につながる活動となります。活動に 

参加することは任意となりますが、会員の皆様が、自身の御都合に合わせて、無理のない範囲で参加できる 

よう協力しながら活動を行っています。 

 

 

 
PTA の活動を行う主な組織として、「PTA 役員会」と「委員会」があります。それぞれ年間を通して活動

しますが、担う役割は以下の通り異なります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PTA役員会や委員会では、その年度毎に集まったPTA会員同士で話し合いながら活動を進めていきます。

PTA 役員や委員になると、打ち合わせや準備などのために何度か学校に出向くことがあります。お仕事を 

されている方、また小さいお子さんや介護を必要とする家族をかかえている方など、負担を心配なさる方も 

いらっしゃるかもしれません。ただ、活動を通して子どもたちの生の学校生活に触れることで、保護者の 

知らないところで学校の教職員の方々や地域の方々など大勢の方に支えられて大きくなっているのを 

実感でき、保護者として学校のことや子どもの成長を知ることができる良い機会になると思います。 

子どもたちの喜ぶ顔を間近で見られ、とてもやりがいのある活動です。是非一緒に、できることから始めて 

みませんか？ 

核家族が増えている現代では、地域の大人たちみんなで子どもを育てていくことが求められています。 

お父様方の参加もおおいに期待されます。行事や委員会の日時、仕事の分担、打ち合わせの方法などは、 

無理や無駄をなくせるよう工夫していきましょう。一人の委員に負担が片寄らないように、互いに協力しあい、

楽しく実りある活動を PTA会員の皆様とともに作りあげていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

PTA活動全体が円滑に進むための仕事を行う組織が「PTA役員会」です。役員会

には、PTA 会長、副会長、運営スタッフ、デジタル担当、会計がいます。当年度

の PTA 役員は、前年度末の役員選考を経て推薦され、PTA 臨時総会にて承認さ

れます。 

 

PTA 役員会 

 

 

 

 

 
学校活動の広報、学校行事のサポートや地域行事のお手伝いなど、さまざまな PTA

活動を行う組織が「委員会」です。委員会は、PTA 会員である保護者や教員によ

って組織されます。詳しい内容は以下７ページを御参照ください。 
委 員 会 
 

 

 

 

 

学校や子どもたちの 

様子を見ることもでき、 

学校をより身近に感じ 

られるようになりました。  

 

活動を通し、先生方や保護者の

方からも「ありがとう」の 

言葉をいただけるやりがいの 

ある活動です。 

２．誰が行うものでしょうか？ 
 

３．「PTA 役員会」と「委員会」はどう違うのですか？ 
 

４．PTA役員や委員になるメリットは？ 
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委員は、PTA 会員の皆様に「委員募集の案内」に回答していただくことで決まります。この案内には、委

員として活動に参加を希望する/しないに関わらず、PTA会員の全員に御回答いただきます。委員会毎に決め

られた数の委員を設定せず、参加を希望する回答があった人数で活動を行っています。委員会の活動内容に合

わせて任期を決めています。各委員会の詳しい活動内容は７ページを御参照ください。令和４年度より、役員

選考委員は役員会内に設置されたため、募集は行っていません。 

 

委員会一覧（数字は活動に必要な人数目安） 

 

 

 

PTA会員の保護者および教師が納めた会費をもとにして活動しています。（令和４年度の事例） 

 
会員数 ７０0名（保護者６６５名、教員３５名） （令和４年４月時点） 

 ＜収 入＞ 

   ・会費          ２，５２０，０００ 

   ・その他（助成金など）    １７０，０００ 

  計      ２，６９０，０００ 

 ＜支 出＞    （令和５年３月時点） 

   ・運営費    ６３６，０８６ 

   ・活動費    ７７１，６０２ 

   ・分担金    １４５，２９９ 

   ・積立金  １，５００，０００ 

計  ３，０５２，９８７  （単位：円） 

 

 

 

 

PTA への加入は、世帯単位で行います。会費は年間３，６００円の納入をお願いしています。会費の納入

は、PTA 活動中の事故を対象とした「PTA 総合補償制度」（９ページ参照）の１年分の掛金２００円と合わ

せて計３，８００円を一括でゆうちょ銀行口座より引き落としとなります。何か御不明な点がありましたら、

PTA役員（会計）まで御連絡ください。 

 

 

委員会名 くが活 くがはらだより 校庭活動 夏ドキ （役員選考） 

委員数目安 １５名 １５名 １５名 １５名～ （５名） 

任期 １月から１年間 １月から１年間 ４月から１年間 １月から１年間 
(11月から  

３月まで) 

５．委員はどのように決まりますか？ 
 

６．PTA活動にかかる経費は？ 

７．PTA加入申し込みと、会費の納入はどのように行いますか？ 
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久原小学校の PTA には、現在下記の８つのサークルがあります（順不同）。詳しい活動の内容については、

後日配布の「PTAサークルへのお誘い」を御覧ください。 

 ●バレーボール部 ●テニス部 ●ハンドメイド部  ●久原小おやじの会 

●オーケストラ部 ●コーラス部  ●読み聞かせの会  ●リユース☆ゆずりあいの会 

 

 

PTA役員会、委員会などが発行する手紙は、次のような流れで配付と回収を行います。PTA宛に提出する

書類は、お子さまから担任の先生を経由して御提出ください。手紙の配付方法には２種類（児童数配付と家庭

数配付）があり、家庭数配付の場合は一番下のお子さまに配付します。 

また、令和 2 年度より、「キッズセキュリティミマモルメ」の一斉メールサービスを活用したメール配信や

PTA のホームページでのお知らせも行っています。ミマモルメの一斉メールを受信するためには、申し込み

をしてアドレスを登録する手続きが必要になります。入学時もしくは転入時に配付された PTA関連の封筒中

に詳しい資料があります。手続きに関して不明な点が場合は、以下の役員会の連絡先メールアドレスまでご連

絡ください。  

≪ お手紙の配付～回収の流れ（家庭数配付） ≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA関係の手紙には全て 

「PTAマーク」がついています。 

PTA（役員会、委員会など） 

担任の先生 

お子様（一番下） 

家庭 

配 

付 

回 

収 

８．PTAサークルはどのようなものがありますか？ 

９．PTA関係のお知らせはどのような形で受け取りますか？ 

役員会メールアドレス： ptakugahara@gmail.com 
 

PTAホームページ： http://ptakugahara.com 

 メールアドレス 

QRコード 

ホームページ 

QRコード 
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総 会 総会は PTAの全会員へ向けた報告会です。 

 

定 期 総 会 定期総会は年度初めに開催されます。 

《主な議題》 

・前年度の PTAの活動報告、決算報告、会計監査報告 

・新年度の活動案、予算案報告 

・新年度役員紹介 

 

臨 時 総 会 臨時総会は必要に応じて開催される不定期の総会です。PTAの規約の改定の

審議や次年度役員の承認など、議題とされるべき事案が発生した時期に、必

要に応じて開催されます。 

代 表 委 員 会  
PTA 役員と各委員会の代表者が出席します。各委員会の活動に関する報告や

学校側からの報告を受けます。 

委 員 総 会 

委員が出席する集会です。年度初めと１月の２回開催されます。所属の委員会

の任期に合わせてどちらかの集会に出席します。委員会の代表（連絡係・記録

係・会計係）などを決定し、年間の活動案や予算案などを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※PTA会員が総会に欠席する場合は、決議を出席者に託す委任状の提出が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員会 

（役員選考委員）

会） 

会計監査 

くが活委員会 

くがはらだより委員会 

校庭活動委員会 

夏休みドキドキ学校委員会 

学校（校長副校長先生） 

代表委員会 

各委員会代表 委員総会 

総 会 

役員会 

PTA会員（※） 
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PTA 活動紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ くが活委員会 ～ 
 

 

＊学校行事（運動会、音楽祭/作品展、久原フェスタ等） 

の受付お手伝い 

 
 

＊各学年の児童向け学用品（進級プレゼント等）用意 
学年主任の先生と相談し、学年の活動に必要な物品や学用品を用意します。 

 

＊地域行事のお手伝い 
 

・大田区子どもガーデンパーティー 
 4月末に洗足池公園にて行われる大田区のイベントです。地域小学校 

PTAやおやじの会などが参加します。久原小 PTAも遊びコーナーを 

担当します。 

 

・ふれあい久が原大運動会 
秋に実施されている久が原地区の運動会です。会場は松仙小学校と久原小

学校の校庭で、毎年交互に開催しています。 
  

 

 

 

 

 

学校の行事や学年の活動について

の理解が深まります。学年の先生と

相談する機会も多いので、先生とも

仲良くなれますよ。 

 

子どもたちが育つ地域との連帯を 

とりもつ仕事です。地域の方々や、 

一緒に活動した PTAの皆さまと仲

良くなりました。 

～ くがはらだより委員会 ～ 

＊PTA広報誌「くがはらだより」の企画、取材編集、校正、発行 

年１回・１学期号のみ発行、発行部数はおよそ 1,000 部。各家庭だけで 

なく、地域の方々や他校にも配付されます。学校行事などの様子はホーム 

ページにて発信しています。 
 

・1学期号の発行（6月）… 入学式、教職員の紹介 

・HPに掲載 … 年間の学校活動の報告（夏ドキ、運動会、音楽祭/作品展 他） 

写真を撮ったり、文章を作ったり、

記事のレイアウトを考えたり・・・

作ることが好きな方は是非！！ 

～ 校庭活動委員会 ～ 

＊ 夏休みラジオ体操の企画・運営 
 

令和４年度実績：7月２５日～２９日（雨天中止１日） 

   ４日間参加延べ人数７６１名 

     

＊ 校庭開放事業の企画・運営 
 

校庭開放の開催日の検討と当日の運営、月次報告の作成と提出。 

ラジオ体操や校庭開放など、子どもたちと

一緒に校庭で体を動かす企画をします。 

お父さん委員、大・大・大募集！ 
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【 学校行事への協力 】 

* 入学式・卒業式 

* 運動会 

* 音楽祭・作品展 

* 久原フェスタ など 

 

【 他校 PTAとの活動 】 

* 大田区小Ｐ連新任役員研修会 

* 大田区立小学校 PTA親善バレーボール大会 

* 調布地区 PTA 第２ブロック研修会 など 

 

～ 役員会 ～ 

【 PTA内の活動 】 

* 代表委員会開催 

* 定期総会（5月頃） 

* HPの更新適宜 

* 次年度の役員選考 

 

【 地域との連携 】 

* 地域力推進久が原地区委員会に参加 

*「ふれあい久が原大運動会」への協賛 

* 久が原地区地域防災協議会、久原小学校防災活

動拠点運営協議会に参加 

 

 
PTA役員会の仕事を通して、人間関係の幅が広がり、

自分自身が成長しました！何よりも、日ごろから 

お世話になっている学校の活動や子どもたちの 

様子を間近で知ることができてうれしいです。 

 

～ 会計監査 ～ 
 

PTAの経理を監査する仕事です。前期・後期と年に 2回会計監査を行います。 

～夏休みドキドキ学校委員会～ 

＊「夏休みドキドキ学校」の運営 

・講座の内容を掲載したガイドブックの作成 

・参加者の集計、集金確認、参加証の配付 

・講座当日の補助 

 
「夏休みドキドキ学校」とは、夏休み期間中に開催される活動の名称

です。その内容は、保護者、学校の先生方、一般団体や地域住民の方々

が企画する講座に児童や保護者が参加し、普段の授業とは違った体験、

経験ができる夏休み限定の学校です。 

子どもたちが大好きな「夏ドキ」！ 

子どもたちの笑顔のために、保護者や

先生方、地域の方などたくさんの 

大人が協力しあい活動しています。 

子どもの喜ぶ顔が見られます。 

 

A： 

PTA会議室と倉庫は、校舎の地下１階

（体育館の下）の理科室の向かい側に

あります。PTA活動のための書類、消

耗品、コピー機やパソコンなどの備品

があり、少人数の会議に利用できます。 

B1階

男子

トイレ

図工室理科室

女子

トイレ

PTA室

PTA
倉庫

第二音楽室

Q：PTA室はどこにあるの？ 
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≪調布地区小学校 PTA総合補償制度について≫（保険会社のパンフレットより一部転記） 

 
調布地区小学校 PTA総合補償制度は PTAの皆様の安心できる PTA活動をめざして、単位 PTAあるいは

その小学校の児童および PTA会員（父母会員および教師会員）に生ずる種々の事故について総合的な補償

を行おうとするものです。 

《補償の内容》 

１.児童の傷害事故に対して 

児童が、PTAが主催・共催する PTA活動（PTAの管理下にある活動中）に参加中（行事に参加するた

めの所定の場所と自宅の通常の経路の往復中を含みます。）に被ったケガや死亡に対する補償（ただし独

立行政法人日本スポーツ振興センター法に定めるところによりその給付対象となる場合は除きます。） 

２.PTA会員（父母会員および教師会員）の傷害事故に対して 

PTA会員（父母会員および教師会員）に対して PTAが主催・共催する行事（PTAの管理下にある行事）

に参加中（行事に参加するための所定の場所と自宅の通常の経路の往復途上を含みます。）に被ったケガ

や死亡に対する補償をします。 

 

（注）PTA が主催・共催する行事とは、日本国内において PTAが企画・立案し主催または共催する行

事で PTA総会、運営委員会など PTA会則（名称の如何を問いません。）に基づく手続きを経て決定さ

れたものをいいます。（例えば PTA 役員会・常任委員会・総会・研究会・学校奉仕活動・スポーツ活

動・地区 PTA・校外補導中等） 

３.単位 PTAの賠償責任について 

単位 PTA が団体として管理上の過失により次の法律上の賠償責任を負担した場合に被る賠償金支払等

に対する補償をします。 

 

⑴ PTA が主催して諸行事を行う場合に管理上のミス等によって PTA 会員や他人の身体・財物に損害

を与えた場合の賠償金 

⑵ PTAが第三者からスポーツ用具などを借りて諸行事を主催している間にその用具等を壊したり、盗

難にあったりした場合の持ち主に対する賠償金。 

⑶ 借りた会場、会議室等で行事中誤ってそこの備品を壊したり、借りたスポーツ用具を壊したり盗ま
れた等。 

 久原小 PTAを含む調布地区 PTAでは、PTA会員の皆様が安心して活動できるよう、PTA総合保障制度
に加入しております。詳しい約款は HPに公開してあります。 
 PTA活動中に上記の補償内容に該当する事態が起こった場合は、PTA役員までお知らせください。 
          お問い合わせは PTA役員会(ptakugahara@gmail.com)までお願いします。 


